
別紙様式５

 平成２２年６月１０日（木曜日）農林水産省第３特別会議室

 沖本 美幸（公認会計士） 横田 絵理（大学教授）

 青柳 義朗（地方自治体監査委員）

 平成２２年１月１日～平成２２年３月３１日

６６件　 うち、１者応札案件７件

契約の相手方が公益社団法人等の案件７件

１０件　 うち、１者応札案件５件

（抽出率15.2％） （抽出率40％）

契約の相手方が公益社団法人等の案件５件

（抽出率50％）

一般競争 　９件　 うち、１者応札案件　４件

契約の相手方が公益社団法人等の案件５件

指名競争 　０件　 うち、１者応札案件　０件

契約の相手方が公益社団法人等の案件０件

随意契約（企画競争・公募） 　０件　 うち、１者応札案件　０件

契約の相手方が公益社団法人等の案件０件

随意契約（その他） 　１件　 うち、１者応札案件　１件

契約の相手方が公益社団法人等の案件０件

（詳細に記述すること。） （詳細に記述すること。）

物品・
役務等

抽
出
案
件
内
訳

（特記事項）

別紙のとおり

抽 出 案 件

委員からの意見・質問、それに対する回答等

第１１回農林水産本省入札等監視委員会　審議概要

（ホームページ掲載日：平成２２年１１月１０日）

意見・質問 回答等

別紙のとおり

開催日及び場所

委 員

審 議 対 象 期 間

審 議 対 象 案 件



事務局：大臣官房経理課会計指導第１班

(注2)公益社団法人等とは、公益社団法人又は公益財団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する
法律第４２条第１項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含む。）をいう。

(注1)必要があるときは、各事項を著しく変更することなく、所要の変更を加えることができる。

［これらに対し部局長が講じた措置］

委員会による意見の具申又は勧告の内容 特になし
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別 紙

委員からの意見・質問、それに対する回答等

意 見 ・ 質 問 回 答 等

○随１ 戸別所得補償制度導入推進事業（広報

普及活動に係る新聞広告掲載業務）

○ すみません、契約ということではなくて、 ○ 発行部数は38万部になっております。もち

日本農業新聞について、一応、選択する理由 ろん、一般紙と同じように値段は月二千幾ら

という形で書いてあるのですけれども、「発 だったと思いますけれども、各家庭に配布さ

行部数が多く」となっていますが、何部ぐら れるということです。農家数自体はもっと、

い発行されている新聞なのでしょう。それか 先ほど申しましたとおり水田農家は180万ぐ

ら、農家向けということなのですが、農家に らいいるので、これでも全員ではないのです

なるのでしょうが、各家庭に配布されるよう けれども、一番カバーされる新聞と考えてお

な新聞なのでしょうか。教えていただければ ります。

と思います。

○ 同じようなことですが、発行部数38万部の ○ はい。一般紙は、都市部では、県別のシェ

読者がすべて水田農家の方とは限らないと思 アを見ると結構多いシェアを取っておりま

います。それでも一般紙よりもこの農業新聞 す。農村部に行くと、やはり普通の新聞とい

を選んだ事情を教えていただけますでしょう う意味では各県内の地方紙が非常にシェアを

か。 持っております。ですので、お金が非常に多

くあって、大規模な予算を使ってＰＲすると

いう場合は、全国にある各地方紙に広告を打

つということも、それはもちろん農家の方々

で地方紙を取られている方が多いのでそうい

う手段はあるかと思います。

ただ、今回は限られた予算で、全部の地方

紙に１面で広告を打つと、多分、相場として

は１億弱掛かるではないかなと我々は承知し

ておりまして、そういう意味では予算を緊急

でこれは手当てしなければならなかった案件

ですから、そんな予算も手当てすることはで

きませんので、予算の現実的な範囲内で、農

家をターゲットに一番効率良く打てるという

ことで、日本農業新聞かなと選んだところで

ございます。

○ 今の質問に関連してですが、180万戸のう ○ 農業でもいろいろな畜産だとか、果樹だと

ち38万戸しか行き渡らないということであれ か、水田だとかいますけれども、水田農家と

ば、決してこれは効率的な方法ではないので いうのは一番専業の比率が低くて戸数が多い

はないかというのが１点。２点目は、このよ 分野になります。今までお米関係のさまざま

うな情報を伝達するということは今までにも なそういった大きな政策転換が行われるとき
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あったと思うのですけれど、その場合には、 というのは、前の年の夏だとか、もっと秋の

地方紙を使うとコストが掛かるということで 早いうちに制度の骨格が決まって、その都度、

したので、どのようにやっていたのでしょう 県の担当者、市町村の担当者に農政事務所な

か。 り本省の人が説明会をして、我々が手作りの

パンフレットとかビラを作って、農家に伝播

をしていくと。これは時間がややかかります

けれども、そういう形を取っておりました。

もちろん今回の政策決定、政権が代わった

というのがあって、従来よりもかなり遅い時

期で、農家の方々はもう来年の春の田植えの

種籾の準備が迫っている中で、制度を早く教

えてくれというのはひしひしと我々も感じて

おりました。もちろん説明会もやる中で、種

籾の準備とかも控えている中で、単価が例え

ば10ａ当たり１万5000円とか、そういうこと

を早く農家が知りたがっている。自分から積

極的に農水省のホームページにアクセスする

ような農家の方々はそれを知ることができま

すけれども、兼業農家の方とか、そういう自

分から農水省のホームページに来て情報を取

りに来る方々ばかりではないと考えておりま

す。

もちろん、38万戸というのは180万を分母

にするとまだまだな数字ですけれども、選び

得る手段としては、速効性のあるものとして

は一番最も数としては多いということでござ

います。

○ 従来は個別に各農政局あたりから説明を申 ○ 今、委員がおっしゃった点、１点、そのと

し上げていたので、新聞で広告を打つという おりでございます。もう一点は、これまでに

ことは必要がなかったとお聞きしました。今 なく、マイナーチェンジ的な政策変更であれ

回は政策の決定が遅れたのでこれをやらざる ばそこまでする必要はないのですけれども、

を得なかったという、今回の特別の手当と考 政権が代わって、まさに民主党は戸別所得補

えてよろしいですか。 償ということで政権を取って、本当にこれま

での農水省の米政策の中でも最大の転換であ

ったということ、決まったのが遅かった、大

きな転換であったという、この２点があるか

と思います。

○ 分かりました。今後とも、広告の効率性と

か予算の適切な使い方ということに注意をし

てお願いします。
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○競11 平成21年度優良農地確保支援対策推進

調査業務

○ 総合評価の一般競争入札の関係で、課題と ○ 総合評価落札方式を採用するか否かという

して手続開始から契約までに時間がかかると 金額によるメルクマールは特に設けてござい

か、手続に伴う事務量の増大があるとか、発 ません。

注する側も応札する側も手数が掛かるという

ことがあるのですけれども、金額基準という

のは何か設けられていらっしゃるのか一つ教

えていただきたい。少額な契約金額について

も幾らぐらいの金額がその目安になっている

のか教えていただきたい。総合評価方式を採

用する場合の金額基準があれば教えていただ

きたい。なければ、ないで結構です。

それからもう一つ教えていただきたいの

が、26ページの検討結果報告書を見て、技術

審査委員会という形で委員の方が何名か記載

されていますが、総合評価を行った方なので

しょうが、この委員会のメンバーはどのよう

な方がなられているのか教えていただきた

い。この２点をちょっと教えていただければ

と思います。

○ どういう方が委員になられているのです

か。評価される委員の方。資料に技術審査委

員とかで何名かメンバーの名前が書いてあっ

て、この方たちが担当され、検討して採点さ

れたということですよね。総合評価。そうで

はないのですか。

○ 28ページの検討結果報告書に印鑑を押され ○ はい。そうですね、こちらにつきましては、

ている方がいらっしゃいますよね。 まず委員長につきましては当課の課長という

ことでございまして、業務の責任を負ってい

る者でございまして、これらの委員の方の中

で検討いただいて評価をしていただいたとい

うことになります。

○ こちらは３件が応札した訳ですが、採点集 ○ 総合評価落札方式の場合は、価格点と技術

計表を見ますと技術点では別のところが高い 点の合計点によって最も高い数値のところを

ように思えるのですが、どのような要素を勘 落札者とするような方式になっております。

案してこの公益社団法人が応札したのかを教

えていただけますでしょうか。資料の見方が

間違っていたら申し訳ありません。

○ ウエート付けとかは決まっていますか。こ ○ この案件に関しましては、価格点の配分を
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の技術点を上回るほどの価格の格差が付いて 50点としています。

いたということでしょうか。

○ 価格の差はどれぐらいだったかの資料は付 ○ 価格の差というのは、この入札執行調書の

いていますか。 金額のところが価格の差ということになりま

す。

○ 分かりました。なるほど。これで技術点を ○ そうです。

上回ったのですね。５割計算をすると上回っ

たのですか。50、50でウエート付けをすると、

この財団法人が計算上は一番だったというこ

とですか。

○ 実は同じような質問をしようと思っていま

して。おそらくこの３人の考えているところ

は同じだと思うのですが、総合評価方式とい

うと評価者の評価によって違ってくるという

ことになると思うのです。そうすると、その

評価者がどういう点を付けるかということが

大きな要素になってくるのですね。この案件

については評価者が誰かというのはなかなか

分からないのですが、ほかの案件については

評価者が誰で、誰がどういう点を付けたかと

いうのが分かって、極端に評価が振れている

ものもあるのです。この人はいいと言ってい

るけれど、この人が悪いと言っているのがあ

ったりする。この総合評価方式をやったとき

に、価格だけではなくて、こういった判断の

要素が入るということは、外から疑義を持た

れる可能性があるのではないかと考えます。

今後はまた追々、皆さんで議論していこう

と思うのですが、総合評価方式の技術審査委

員の構成です。極端にいい人と極端に悪い人

がいたときに、それをどのようにするのか。

例えば評価点の上と下は切って平均を出すと

かいろいろなやり方があるかと思うのです

が、このような基準が明確になって、その恣

意性もないということが重要です。結果とし

て公益法人が選ばれているというケースが多

いですから、その辺を明確にしないと「一般

競争の総合評価にしました」といっても「随

契と変わらないじゃないか」と言われる可能

性があると思っています。これはまた新しい

テーマとして考えていかなければいけないの

ではないかと思っています。よろしいでしょ
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うか。

○ あと価格の問題も、最初にお話ししたのが、

やっぱり双方に手間が掛かるのですね。

ですから、あまり安い契約金額でこれを行

政に求めるのも気の毒ですし、発注者側も大

変だということから、価格でやれば違う結果

になっていたのではと思います。一般競争入

札を総合評価と違って価格でやればですよ。

だから、総合評価を使うかどうかというのは、

いろいろ検討の余地があるということを申し

上げたいということです。

○競９ 世界食料需給動向等総合調査・分析関

係業務（食品販売事業者における輸入食材利用

等実態調査）

○ こちらも結果的に公益法人が応札している ○ 過去の事業実績も評価対象になっていると

とのことですが、先ほどのプロセスとは多分 おり、ノウハウを持っているところに委託す

逆で、金額はそんなに低くないけれども、技 るための技術点の評価でもあります。当事業

術点がとても高かったところが結果的に落札 者は、これまでの実績などを見ましても、確

していますね。この社団法人の名前だけを見 かに食品関係の業務をたくさん行っていると

ると、この仕事のためにある法人で、そこに いったような事業者であります。ただ、評価

行ってしまったのではないかとも思われま というのは、実際に事業者が提案してきた企

す。違うと思いますけれども、誤解を受ける 画提案書やプレゼンを見て行うわけですの

ことがありはしないかしらと思うようにぴっ で、結果的に需給センターの技術点が高かっ

たりの団体名ですね。たまたまだとは思いま たですけれど、初めからここに委託しようと

すが、その辺については、かなり技術力が大 いったわけではなくて、ここが１位でなかっ

変高かったのですか。例えば飛び抜けてこの た審査員も何人かおりますので、そういった

仕事についてここは何かノウハウを持ってい ものの結果としてここに落札されたといった

たのだろうと思われるのですが、何かコメン ことだと思います。

トはございますでしょうか。

○ 関連した質問なのですけれども、食品需給 ○ 検討していきたいと思います。

研究センターに対するＣの方の評点は、ほか ○ 今の件では会計指導を行っておりまして、

の人と比べて高いのです。別の者に対しては、 総合評価につきましては、大体、今、最も厳

この方は、ほかの方と比べて随分差があると 選な評価方式ということで取り入れて、なる

思うのです。 べくそういう方向で動いております。この審

ここは公表されるものかどうか分からない 査委員につきましては決しては恣意的なもの

のですが、やはりこれが本当に客観的に見て がないように我々も指導をしておりますの

正しいのかどうかという疑義を持たれないよ で、そこは十分そういった点でやっていきま

うにしなければいけないのではないかという す。おっしゃるとおり、先ほどのような点が

のが感想です。片方の点数と他方の点数とで 高いとかいろいろなことが個別的にはあろう

大きな差が付いているものですから。正しい かと思いますけれども、そこも注意して我々
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のであろうと思うのです。ただ、ほかの方の も指導してまいりたいと思っていますので、

点数を見ても、そんなに大きなばらつきがな よろしくお願いします。

いと思うのです。

ということを考えますと、先ほど１回前で申

し上げたように、あまりのアウト・オブ・レ

ンジのものはもう一度再考するとか、どうし

てだということを聞いていかないと、「一般

競争契約ですよ」といっても「随契でしょ

う？」と言われてしまう可能性があると思い

ます。どうもありがとうございました。何か

これについてあれば。

○ はい。よろしくお願いします。

○競42 平成21年度食料自給率戦略広報推進事

業委託事業（米粉の普及・啓発に向けた集中展

開事業のうち（Ⅰ）認知拡大に向けた展開）

○ このような広告関係なのですが、前年度以 ○ まず、テレビＣＭなりの放送でございます

前に似たような類似の契約があったかどう けれども、米粉の消費普及啓発を図るテレビ

か。それがあったとしたらどちらが受注した ＣＭというのは、今回、この時期に初めて実

のか１点教えていただきたいのと、概要のと 施いたしました。

ころの備考で、説明書を受け取った業者が13

者、説明会に参加したのが11者と大変興味を

持ったのですよね。にもかかわらず、１者し

か応札しなかったというのがちょっとよく分

からないのです。

それで、83ページに原因を書いているので

すけれど、「参加しても受注見込みがないと

判断した」というのは、どんな理由で受注見

込みがないという形で３者がお考えになった

のか、その辺をちょっと教えていただければ

と思っております。

○ 米粉以外でも。だから、農水省が過去やっ ○ なるほど。我々の方の食料自給率向上の事

ておられたような広告で、どういった業者が 業では、やはり電通さんがこの前の年に実施

過去に受注されているのかというところで しているものがございます。

す。

○ そうですか。 ○ はい。それから、受注見込みがないと判断

した具体的な中身でございますけれども、83

ページにアンケート結果を簡単に書かせてい

ただいているのですが、それぞれ具体的な中
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身というのは若干３者さんで違っているので

すけれども、そのうちの１者の方は、効果的

に技術点を獲得できる見込みがないというこ

とでございますので、比較的テレビＣＭを放

送する枠を確保するのにそれなりに金額がか

かるため、今回も予定価格は１億2000万円で

したが、応札額が１億1550万ということで比

較的高い落札率で行っておりまして、そうい

う意味では放送量を確保するのに苦心された

のではないかなと認識しております。

また、別の１者の方ですけれども、「ター

ゲットを明示していない」と具体的に書かれ

ていたのですけれども、そちらの方は、ただ

仕様書の方には10代、20代の若者をターゲッ

トにしようと明示していましたけれど、読み

落としではないかなと思っております。

もう１者の方は「ＣＭ制作を受注している業

者が行うべき業務」としておりまして、ＣＭ

自体というのは別の事業で同時並行で作って

ございまして、恐らくＣＭの中身が具体的な

ものが分からないのにどういう放送枠かとい

うのが分からないということではなかったか

なと思っております。

○ アンケートの中で、公示期間が短いという ○ 時期的にちょっとずれ込んでしまったとい

ようなことがあったかと思うのですけれど うのは、やはり政権交代があったということ

も、金額がかなり大きいことなのですが、こ でございまして、その上にも、政務三役のご

れが12月になってしまった事情は何かおあり 判断をあおいでいたりとか、ちょうど同じ時

でしょうか。 期に事業仕分けが行われていて、まさにこの

公募事業もその対象になっていたというのも

あって、そっちの作業にも忙殺されていたと

か、そういう複合的な理由がございます。

○ 先ほど青柳委員の方からもご質問がありま ○ 確かにテレビＣＭの放送枠を買う、割とテ

した、契約の相手方の過去の実績ですね。過 レビ業界自体が四半期ごとに番組編成を変え

去、こういうことをやりましたというのは69 ていくということなので、確かにそういう意

ページにたくさん挙がっています。こういっ 味では時期的にもっと早く発注なり、公募な

た実績をたくさん持っている企業は、やはり りをすることというのはやはり大事かなと思

応札をやりやすいということにはなるかと思 っておりまして、確かに時期的にはちょっと

います。ぜひ、契約の相手方の欄に、過去の 遅かったかなという反省はあります。本年度、

実績を記載していただけるとわかりやすくな 仮に、まだテレビＣＭを放送するような事業

ると思います。 というのは実施していないのですけれども、

もう一つは、アンケートに、参加しても受 そういうことを実施する必要が生じた場合に

注の見込みがないという意見についても、効 はすぐに、なるべく早めに公募を掛けたいと
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果的に技術点を獲得できる見込みがないとい 考えおります。

うものがありましたが、技術点のどこが問題

なのか分かればほかの方も入札しやすいので

はないかと思うのですが、そこのところはい

かがでしょう。

○ 技術点を取るのが難しいということをアン ○ それは分かっています。

ケートで言っていますよね。これはどういう

ことですか。我々は分からないのですが、彼

らにとってはどういうことをやれば技術点が

高いというのは分かっているわけですね。

○ 分かっていますよね。そうすると、ではこ ○ この事業で我々が考えますのは、要求する

れは農水省の問題ではなくて、相手の技術力 水準が高かったのであろうと思います。

が低いからなのか、あるいは高いことを要求

しているからできないのか。これはどちらで

しょう。

○ なるほど。 ○ ええ。この落札された業者さんというのは

日本でもトップクラスの広告代理店さんなの

ですけれども、要はテレビＣＭに放送枠をわ

れわれがお示しした予算額で調達するという

のは、相当やはり金額的に難しいという部分

があったようでございまして、トップクラス

でそうなので、言ってみれば他の業者さんと

いうのはこの金額では無理だなと判断された

のではないかなと想像しています。

○ 分かりました。その辺も具体的にお示しい

ただければ分かるのではないかと思います。

○競46 南米農業確立技術利活用促進事業

○ 説明書受領者が19者で、すごく興味を示さ ○ 20年度につきましては、エックス都市研究

れているわけですけれども、５カ年の事業と 所は入ってございません。それから、１ペー

なりますけれども、前年の契約は東京農工大 ジの備考欄に説明書受領業者19者と書いてご

なのですよね。ここでは3者が応札されたの ざいますが、入札説明会に参加した業者は１

ですが、このエックス都市研究所というのは 者のみで、そのほかに直接取りに来た業者が

この中に入っていたのでしょうか。まず一点、 ２者で、それ以外のところにつきましては、

ちょっと教えていただきたい。 こちらの方から「こういう事業を公募してい

るのだけど」ということで資料を送付するな

どして、その合計が19ということになります。

○ もう一点だけ教えてください。22年度以降 ○ はい。基本的には毎年度の競争入札という
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のそれぞれの事業なのですが、これは、前年 ことになります。アンケート調査の中でも、

の契約というのは影響しないでやれる内容な こういう連続ものの事業については継続性と

のでしょうか。 いう観点から複数年契約のような形をとった

方が良いのではないかという意見も出たので

すが、ただ、現在の契約形態ではそういうこ

とはできませんので、単年度ごとに競争入札

をせざるを得ないという状況です。

同一の者が続けてやるのに比べると、連続

性という面で心配な面もありますが、そこは

前年度の成果をきっちりと引き継いで、足り

ない部分は我々もフォローアップするなどし

て、支障がないように進めていきたいと考え

ております。

○ ただ、５ページなのですが、23年度と24年

度の記載内容を見ますと「前年度の結果を踏

まえる」と。それから24年度も「前年度まで

の結果の引き続き」と書いてありますので、

だからどのタイミングで、例えば22年度で全

く競争が成り立つのかと、成り立てば22年度

の取った業者は非常に有利になるという傾向

があるのです。だから、競争が成り立つかど

うかということが。だから、そのノウハウと

いうのがやっぱり１回取ったところは有利に

なるというのがありますので、そういったこ

とも考慮されてやっていただきたいなと思い

ます。

○ この事業が、継続性があるということであ ○ エックス都市研究所が最終的にどういう判

れば、それはそれで仕方ないというか、そう 断で入札に参加したかというところは詳しく

いう事業もあると思うのですけれども、今回 は承知はしていないのですが、もちろん事業

のエックス都市研究所というところが、仕様 をやる中で実施体制というのは重要な部分に

書というか、通し番号でいくと37ページなの なりますので、そこが確実に担保されると考

ですけれども、昨年、これのお仕事に関連し えたというのは、この入札に参加しようとす

た東京農工大学のバックアップが取れるから る大きな要因の一つではないのかなと推測し

大丈夫ということが書いてあるのですが、こ ております。

ういったバックアップ体制が取れるというこ ○ 先ほど、委員のご発言にもありましたが、

とがあるからここが大丈夫ですということで 今後の実施に向けまして、21年度の成果につ

手を挙げたという事情があると思えばいいの いては、新しく入札しようとする企業・団体

でしょうか。ほかはあきらめてしまったけれ に提供しますし、また、昨年度実施しました

ども、ここだけはそういう関係性を持ってい エックス都市研究所も、公募についてはどの

たし、いろいろな話を聞けていたから可能だ 者もオープン、平等だということで、昨年度

ったと考えればよろしいのですか。そういう 業務の情報提供についても協力するように指

事業なのだということであれば、それでいい 導してまいりたいと思っております。

と思いますけれど。
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○ 東京農工大は応募してこなかったのです ○ はい。応募してきませんでした。

か。

○ ということは、できないと考えていたので ○ 東京農工大学から聞き取りしたところによ

しょうか。 りますと、当初は参加する方向で考えていた

のですが、途中で仕様書の内容の読み違いに

気付いたということで、当初計画していた実

施体制ではこの事業を進めることが難しいと

判断して、参加を断念したと聞いております。

○ 非常に事務的な数字の話なのですが、ちょ

っと分からないのは、この資料の中に書いて

ある数字がばらばらということです。統一が

取れていない。例えば契約金額が、表紙と９

ページとで異なっている。それから、49ペー

ジにまた異なる数字が出てきていて、数字の

整合性がないと思っていますので、今でなく

て結構なので、何が正しい数字なのか教えて

ください。１ページ目、９ページ目、49ペー

ジ目。今でなくて結構です。

○競49 農業政策の新たな展開に係る計量経済

分析に関する調査委託事業

○ この事業と類似した内容の事業で、前年度 ○ 内容的というか、分析の手法としては似た

以前にやっているようなことはありますでし ものをやっております。それは昨年度なので

ょうか。 すけれども、農水大臣のご指示で、米の生産

調整の制度を見直すということで、いろいろ

な政策的な検討をするということがありまし

て、そういう米の政策の見直しが農業・農村

の構造にどういう影響を与えるのかというこ

とで、分析の対象になる政策が違うわけです

けれども、このような類似の分析をしており

ます。

○ その契約を受注したところは、この財団で ○ 同じところです。

しょうか。

○ 前回は１者応札でしたか。 ○ いや、１者ではなかったと記憶しています。

○ いや、今回だいぶ、別のところよりも低い ○ そうですね。

金額で価格を出してきたので、一応、競争が 総合評価方式の導入も効果があったと思い

少し成り立ってきたのかなというような印象 ますけれども、価格的にもかなり競争効果が
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を受けたのですけれど、どんな状況なのです 働いているのではないかと考えております。

か。

○ このモデルを使って分析をするという業務 ○ モデルは我々のモデルではありませんで、

ですが、このモデルは、農水省さんのモデル 農政調査委員会さんの方で施策の内容を踏ま

ではなくて、この農政調査委員会という組織 えて、農政調査委員会さんの方でいろいろな

のモデルであると考えればよろしいのでしょ 有識者の皆さんにお話を伺いながら、こうい

うか。 う効果がこのレベルの農業者にはあるのでは

ないかというようなことを分析していった上

でマトリックスを作りまして、年次変化を追

っていくというシミュレーションになりま

す。

○ モデルの所有権は農水省と考えてよろしい ○ これは委託ですので、農水省の方にありま

ですね。 す。

○ 技術審査委員に農水省の方が多いのですけ ○ これは私の推測の部分も多分に、多分にと

れど、１人だけいる外部の方との点数の差が いうか入りますけれども、私も審査委員の一

極端にあります。なぜかという疑問がありま 人に入っておりますけれども、この外部の方

す。 は、専門が６次産業化という、まさに分析対

象になっている政策が専門の方でいらっしゃ

いまして、もう一つの競争参加者ですけれど

も、この企画の中身が、６次産業化の概念を

少し取り違えているという印象をお持ちにな

っているのではないかなと思います。そこが

多分、大きな違いに出ているようなコメント

になっているようです。

○ それは私には分かりませんけれど、的を射 ○ そうですね、私もだいぶそこには差を付け

たことなのでしょうか。 ているのですけれども、もう１者の分析手法

というのがかなり手広くというか、いろいろ

な要素を考慮していただいていて、例えば天

候不順のときの効果とかいろいろなものを織

り込んだ結果、政策の影響というのがいろい

ろなものでぼけてしまうのではないかなとい

うのを私は印象として持ちまして、そういう

ところで６次産業化みたいなものの分析とい

う意味では不適当な部分があるのではないか

なと思いました。そういう意味では、彼の結

果は私の結果と似ているので、そういうこと

があったのではないかなと思います。

○ それでこの点差ですか。 ○ その辺のところは、多分、６次産業化につ

いて特に専門的な知見をお持ちの方から見る

と、大きな差があったのだろうと思います。
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○ 表面的にこの図だけ見て、ほかの人と比べ ○ そうですね、中身についてはそれぞれ見る

てどうしてだろうと。農政調査委員会には、 観点が違っておりまして、それぞれの、５人

農水省のＯＢがたくさん行っているから、こ おりますけれども、食料安全保障の観点の人、

のような点数にするともう１者の方が値段も 私などは全体を見るつもりで見ていましたけ

高いし、農政調査委員会の方が良いとしたと れども、あと、シミュレーションの専門の人

勘ぐられないでもないですよね。 間とか、そういう観点が違うので点数にばら

具体的には、外部の方だけでもう１者と大 つきが出たりという部分はあるかもしれませ

きな点数の差があるので。 ん。

そのところが何かの思惑が働いているので

はないかと。ないとは思うのですけれど、勘

ぐられる可能性があります。最初に申し上げ

て、その時には、いらっしゃらなかったかも

しれませんけれど、やはりこの総合評価方式

というと判断のところが入ってくるので、後

で何か言われたときに、今のようにきちんと

説明ができるようにしておかないと、一般競

争入札ではないのではないかと思われる可能

性があるということです。

○ こういったものを公表するか否かは分かり ○ はい。

ませんけれど、重々、疑念が持たれないよう

な形でお願いします。

○競50 農山漁村への先進的技術の導入による

地域活性化検討調査委託事業

○ すみません、入札の執行調書で、８ページ ○ 今回、大きな目で見ると、やはり先進的な

ですか。価格点の配分なのですが、先ほどの 技術を知っているかどうかというところに重

契約のときに聞けばよかったのでしょうけれ きを置いていまして、安ければいいというも

ど、前半部分のときは50点ということだった。 のではなくて、やはりそういった提案をちゃ

この20点というのはどういったあれでこの価 んとできてくる業者を選びたいという観点か

格点の配分を変えてくるのかちょっと教えて ら、そういう点数配分にさせていただいてお

いただければなと思います。 ります。

○ 総合評価方式の問題点のもう一つ、最初の

ときに申し上げましたけれど、恣意性という

のがあるのですよね。だから、先進的技術と

いったことでウエート付けを変えられるとい

うことが一つあるので、それが恣意的かどう

かといった点も、それはいろいろお考えにな

るのでしょうけれど、そういった問題がある

という点を考慮していただければと思いま

す。この契約に関しては50点であってもこの
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ような取る結果にはなるのですけれど。計算

的には。

○ 技術審査のプロセスについて教えてくださ ○ 金額は見ていません。

い。この審査をなさる方々は、付けてきた金

額も踏まえて点数を付けられるのでしょう

か。それとも金額はご覧になってはいません

か。

○ ここの配分なのですが、何か基準があるの ○ 総合評価落札方式を行うに当たりましては

ですか。技術が極めて重要であればこのよう ガイドラインを示しておりまして、それに基

にするとか、何かそういった大枠が決まって づきまして、例えば技術性が高いものを要求

いて、それに従ってやるのかどうかというの する研究開発においては、技術と価格の割合

はいかがですか。 が３対１以内になるようにというようなこと

でありますとか、調査事業でありますとか広

報事業のような場合には、それよりもう少し

低く２対１以内とするように、というような

大枠をこちらの方で示しておりまして、その

範囲内で行っていただいております。

○ 備考のところに改善点が、前の案件もどの

案件も書いていないのですけれど、もうこれ

で完璧に改善点はないとお考えになっている

のか。どうしたらもっと良くなるのかという

ところを、ぜひお書きいただければと思いま

す。

○競56 平成21年度有害化学物質リスク管理基

礎調査事業（黒糖中のアクリルアミドに関する

追加調査）

○ 概要の備考欄に、時間的・人員的に実施で ○ アンケート調査ではそのような回答が得ら

きる事業者が限られたというのと、あと、分 れていますけれども、恐らく、実施期間さえ

析すべき項目は５項目にわたってすべての項 十分に取ってあれば、すべての事業者が参加

目ができる事業者が限られるというのですけ 可能ではなかったかと思っております。ただ、

れども、この入札説明会に参加された４者の どうしても年度末で区切らなければいけない

うち、このすべての項目ができる事業者だっ という事情と、試料を入手できる期間が１月

たのは何者だったのでしょうか。 から３月までに限られていて、しかも貯蔵が

できないサンプルだったという事情がありま

して、どうしても次の年に繰り越すことがで

きずに年度内に実施したというものです。

○ もう一点だけ教えいただきたいと思うので ○ 消費・安全局では類似の事業を多くやって

すけれども、アンケートを取られて、例えば いるのですけれども、最近、入札参加者が非
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20ページの、要するに参加しても受注に結び 常に増えており、この調査は最終的に１者に

つかないという判断が多いですね。「他者よ なってしまいましたけれども、ほかの調査事

り入札額が高いと判断した」とありますし、 業については複数の参加者が得られていまし

26ページに「前回も同項目の入札において落 て、かなり価格面での競争が激しくなってい

札価額が著しく低かった」というのが書いて るという事情があって、今回、そのせいで入

あるのですけれど、この辺はどのように分析 札を見合わせてしまったという事業者もある

さてれいらっしゃるのですか。 と聞いています。

○ 先ほど、分析するものが１月から３月まで ○ 先ほど申したとおり、サンプルを市場から

しか手に入らないということだったのです 調達するのであれば簡単なのですけれども、

が、もっと前にアナウンスだけはしておけた 今回、事業者から直接提供してもらうという

のではないとも考えられますが、アナウンス ことで、工場のどの段階で、どのような形で

について、１月になってしまった理由という 試料を抜き取るかとか、そのあたりで最終の

のは、追加調査だからでしょうか。何か特別 詰めにちょっと想定していた以上に時間がか

な理由がありますか。 かってしまって、本来であれば当方としても

もう少し早く事業を公募して、落札者だけで

も決めておきたかったのですけれども、最終

的な仕様書を作るのに時間がかかってしまっ

たということです。

○ 是非、仕様書を作るのに時間がかかったと ○ その点なのですけれど、消費・安全局の方

いうことを言わないようにしていただきたい では、入札に参加が見込めるような分析機関

と思うことが一つ。それから18ページに、ア を対象とした説明会というのを３年ほど前か

ンケートの中にホームページの改善が必要だ らやっていまして、その中で、以前から入札

と書いてあるのですが、具体的にどのように 情報がどこに掲載されているのか分かりにく

すべきかとかを把握する必要がありません いという指摘を受けておりましたので、ホー

か。せっかくこういう意見があるのであれば、 ムページのどこに入札情報が掲載されてい

どこが悪くて、どう直したらもっといいのか て、どういう点を確認すべきかというあたり

ということを聞いた方がいいのではないか。 も含めて、今、説明会の中で説明しておりま

アンケートに答えてもらっていて「ああ、そ して、そのあたりは、我々としてはできる限

うですね。そう言われていました。」という りの改善をしているという認識です。

ことで多分終わらせてはいないと思うのです

けれども、そのように言われているのであれ

ば、どこが悪かったのかということを教えて

もらうという必要はないでしょうか。

○ 説明会で説明することだけではなくて、ホ

ームページを見ただけで分かるというように

ぜひお話していただきたいと思うので、よろ

しくお願いします。

○競58 農業共済再保険事務処理システムルー

タ等機器の購入
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○ 33ページの、過去３カ年の入札契約状況を ○ いえ、これ自体は、平成９年からシステム

記載していただいたのですが、類似の契約と があるということで、もう少し前から、18年

いうのは19年度が初めてでしょうか。 度も実際は富士通エフ・アイ・ピーさんの方

で別の部分についてやっていただいていると

ころで、手元に18年の資料がないのですが、

19年、20年とサーバーの向上及びその関係の

付帯業務という形で２年続いております。21

年度はルータのところという形で、部分部分

を少しずつ更新なり、バージョンアップして

いくという形を取っております。

○ 19年度は競争が成り立って、２者ですけれ ○ 明確化等については、19年を含めて少しず

ども、落札率もかなり良くなっているので、 つ改善といいますか、する方向で動き出した

競争が成り立つと結構いろいろな効果という りとかいうことをしてきてはいるのですけれ

か、安ければいいということではないのでし ども、まだこのようなご意見があるというこ

ょうけれど、あるのかなというような印象を とですので、ここはまたちょっと検討して、

ちょっと受けましたのですけれど。 さらなる理解をしていただけるような説明書

それから32ページの「当該契約についての改 作りというものをちょっと考えていきたい

善すべき点」というのが記載されていて、「説 と。

明書における業務内容等の明確化」「過去の

成果報告書、データ等の提供」ということに

関しては、これは対応していただけるような

内容なのでしょうか。

○ 多分、新規業者も同じレベルで戦えるとい

うようなことにならないと、なかなか競争は

成り立たないのかなと。私はちょっと内容的

によく分からないのですけれども、そんな気

がしました。

○ 同じようなことなのですが、入札の公告か ○ ご質問の件なのですが、一応、うちの方は

ら入札実施までの期間が大変短くなっていま 特別会計でやっていまして、システム関係と

す。過去の富士通エフ・アイ・ピーさんとの いうこと自体はこれ１つしかないような状況

契約締結日などを見ると、以前も２月になっ でして、ちょっとこれ以外の部分でこういう

ていますので、この企業であれば、過去の経 ことだからこの部分は大丈夫となかなかはっ

験からだいたいこんな予定であることをあら きり言える部分はないのですが、更新等を含

かじめ予測できたから応札できたのかなとも めて実際的に付帯業務という形をやってい

考えられます。そこでお尋ねしたいのですが、 て、その付帯業務がその年々によってちょっ

このスケジュールについては富士通エフ・ア とばらつきがあるというところがありますの

イ・ピーさんでなくても、これぐらいの期間 で、はっきりこれが短いとか、長いとかとい

で対応が可能な業務なのでしょうか。 うことはちょっと言い切れない部分もあるの

ですが、ただ、アンケート等を見ても実際そ

のような意見があるということですので、そ

の辺はもう少し早く公告するなりしてやって

いくということ自体について何か問題がある
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というわけではありませんので、そのような

形で、今後また更新等があるようなときには

やっていきたいと考えております。

○ 今後の改善点については備考のところで記 ○ まず１つ目のご質問の点に対して、私は４

載していただきたいということと、契約の相 月から来ていて、はっきりと申し上げられな

手方は、33ページ目に記載されているように い部分もあるのですが、まず見積もりの関係

過去に取り引きがありましたよね。この契約 については、12ページに参考見積もりという

の相手方の過去の実績なども書いておいてほ 形で付けさせていただいて、これが事実、エ

しい。 フ・アイ・ピーさんのもので、あと18ページ

それから14ページなのですが、ここの一番 に別の者からもらっているということで、一

下の※のところに「上記の予定価格は、提出 応、この２者からもらえたというような形で、

された参考見積書の中で最も安価な富士通エ 安価の方にというコメントを付したという形

フ・アイ・ピーのものを採用した」と書かれ だと考えております。

ているのです。ということは、ほかにも出し

た人がいるのですか。なぜこういうことを申

し上げているかというと、入札説明書の受領

業者６者で、入札説明会参加業者は１者、応

札者は１者ですから、富士通エフ・アイ・ピ

ー以外の数字をどこから取られたのかが分か

らないですね。

次は、予算とのかい離ですが、これは競争

効果でしょうか。

最後に「契約手続等」の箇所なのですが、

皆さんの○×が付いているものがありますよ

ね。ここの「契約手続等」の一番右端は、ど

ういった趣旨で書かれているのか。本当はチ

ェックポイントがあって、評価があって、コ

メントがあるのかなと思うのですけれど、あ

らかじめ全部同じことが記載されていますよ

ね。ここのところはどうなのでしょう。

○ ただ、１者しか応札していないですね。 ○ 実際的にはですね。

○ では、分析はちゃんとできているわけです ○ 予算と実際の契約金額の乖離の部分です

ね。 が、農業共済再保険の制度があるわけですが、

その制度の内容の見直し等の関係から、この

部分まででいいということで、量的な減、実

際的にこういった予算と実際の執行の部分の

ところが乖離が。競争の部分もあるとは思う

のですが、そういう部分も若干低くなってい

るという部分の要因かなと考えます。

○ 最後の質問は、26ページを見ていただくと、 ○ はい。

チェックポイントはこうですよ、評価は○で
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す。「契約手続き等」が右端にあって、これ

はもう既に記載されたものを皆さんに埋めて

いただいていますよね。

○ 本来であれば、チェックポイントをこの人 ○ というのは、想像になってしまうかもしれ

たちが、課長なら課長が評価されて、それで ないのですが、一応、入札に係る部分の委員

契約手続き等をちゃんと見て、○だ、×だと 会ということで、資料内容は一通りお見せす

付けると思うのですけれど、事前に契約手続 るような形は取ってきたはずでございまし

等が記載されているということが理解できな て、その中で、説明者としては契約関係の担

い点です。 当の方ということで当方になるわけですが、

その方が分かっていただくための、先ほど言

われたコメントみたいな部分ですね。そうい

う意味で、これはこのようにしていくという

ところを、この「契約手続等」のところの欄

を作って入れてあるのではないかと考えてお

ります。

○ ほかのところはどうだったか、今は定かで ○ 以後、修正していきたいと思います。

はないのですけれど、本来はちゃんと調べて

「そうだよね」と納得して○を付けると思う

のです。おそらく、これを見ているとただ単

に○を付けているのではないかなという気が

するのですが、外観上もちゃんと検討したと

いう形が残っていないと、本当にチェックし

ていても、チェックしていないのではないか

という疑義を持たれたら損ですよね。そこの

ところを十分注意して、ここの形式をどのよ

うにしたらいいか考えていただければいいの

です。なるべくそういった疑義を持たれない

ようにしていただけるとよいと思います。

○ もし、検討されて、直した方がいいと思わ ○ はい。

れたら直していただきたいと思います。

○競59 平成21年度生物多様性に配慮した整備

計画策定手法検討調査業務

○ 印象なのですけど、15ページで総合評価落 ○ はい。私４月からまいりまして、実際評価

札方式の技術点と価格点の記載があるのです の内容というのを私自身あらためて見させて

けれど、技術点がかなりかけ離れてしまって いただいたのですが、採点につきましては採

いるので、その辺、合理性があるのだろうと 点者の方が評価基準等に基づいて厳正に評価

は思いますが、かなり離れているな。後ほど 点を付けていただいたと認識をしておりま

委員長から指摘があるだろうと思いますけれ す。私個人の感想ではあるのですが、今回落

ども、個別にちょっと比べてみると、こんな 札された農村環境整備センターさんの内容
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に離れるものなのかなというような印象を受 が、いずれの各業者さんの方も最終的な成果

けました。 のイメージというものをもちろん出されてい

るのですが、その成果のイメージに至るいろ

いろな道筋といいますか、考え方というもの

をより具体的にかみ砕いて提示されている、

プレゼンされているのかなというところが、

こういった高い評価につながった、我々評価

する側にとって非常に理解しやすかったとい

うことが、こういった高い点数につながった

のではないかという印象を持っております。

○ この調査業務に関して、過去に類似のもの

を農村環境整備センターが落札しているかど

うかの資料はありますか。

○ 41ページに、20年度に本業務を受託・遂行

していると書いてありますが、本当はそうい

うことを抽出案件概要に書いておいてほしい

ですね。

○ 分かりました。この企業では、ずっとこの ○ はい。このセンターは平成３年に設立され

業務を遂行しているため、もう長い間のノウ ておりまして、もともと農村環境の保全とか

ハウの蓄積があるということでしょうか。こ 創造にかかりますいろいろな知見を有すると

ういう技術点が出たと考えればよろしいので いうことでこの団体は設立されておりまし

しょうか。 て、以降、そういった分野を中心にいろいろ

な業務をやられて、技術力を高めてきていた

だいたと思っております。センター設立以来、

かなり年数がたっておりますので、そういっ

た技術力の蓄積というものがやはり今回の業

務にもこういったプレゼンという形で表れて

いるのかなという印象を持っております。

○ 契約の相手方のところに、今申し上げたよ ○ はい。当初はこの業務で、私どもは国民の

うに、41ページに「20年度実績あり」という 皆さま方に農業農村整備事業の環境への配慮

ことになっていますので、マニュアルか何か というものを広くアピールする、ＰＲするパ

に、過去３年間に実績があればそれを記載し ンフレットの作成を予定していたのですが、

てくださいと書かれているところがあると思 パンフレット作成につきましては、もう少し

うので、ぜひそれは書いてください。 より具体的な事例を交えながら効果的なもの

それから６ページなのですが、予定価格と予 を作成すべきではないかという議論がありま

算額の差がかなり大きいですよね。半分ぐら して、その作成業務を抜きまして、今年度以

いになっていますね。この理由は何でしょう。 降に持ち越しとなっています。その経費が主

に抜けております。

○ そうすると、この予算額のうち、そのアン ○ アンケートではなく、パンフレットです。

ケートの部分を除いた価額ですか。
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○ パンフレットを除いたことは妥当なわけで ○ はい。

すね。

○ あと、予定価格算定の根拠がどうなってい ○ はい。６ページ、７ページにこの業務の算

るのかというのがよく分かりませんでした。 定内容を記載しておりますけれども、私ども

これはどうでしょう。予定価格の算定の根拠 としていろいろな事例等に基づいて、必要な

は。これはそちらで積算されて作られたわけ 人数であるとか、あるいは経費を算定したつ

ですね。 もりではございます。

○ 分かりました。最後に135ページ～139ペー ○ はい。委員がおっしゃるとおり、基本的に

ジをちょっと見ていただきたいのですが。先 事業内容の妥当性とか、あるいは組織として

ほどの委員との話とも似てくるのですが、こ の実施能力であるとか、それぞれ評価項目に

この一番上の各項目の上の方に、例えば「事 おいて必須項目がございます。この必須項目

業内容の妥当性・独創性」というところは、 につきましてはまさにこの事業を遂行する能

すべての参加者の点数が同じなのですね。そ 力の基本的な力を見ているというところでご

れから「組織、経験能力、事業を行う上で適 ざいまして、必須項目については、まさしく

切な財政基盤、経理処理能力を要しているか」 ここが欠けるようであればそもそも事業を受

というものも、全員同じなのです。それから 注する力そのものがないということから、基

「事業内容に関する専門知識・的確性」も、 礎的な力はあるということを踏まえた上で、

どの会社も満点なのです。 さらにこの業務の内容といいますか、特徴に

こういう基本的なインフラ、ベーシックな 合わせた、農業農村整備事業のいろいろな環

ところが皆さん大変素晴らしいと言いなが 境配慮に対する事例を効果的に分析できるか

ら、点数が大きく違っているというのは何故 とか、あるいはそれをまたさらにどのように

でしょうか。本来であれば、今申し上げたこ 生かしていくかということに関する能力のと

の３つの点というのは非常に重要な点で、そ ころに若干差があったのかなということでこ

こがしっかりしていますが、点数はこんなに の点数配分といいますか、こういった採点で

ばらばらですよというのは納得がいかないよ あったのかなと認識はしております。

うな気もするのですが、いかがでしょう。

○ そこの点を我々は何とも言える立場にはな ○ はい、承知いたしました。

いのですが、どうしてこんなに差があるのだ

ろうと。基礎のところの配点がものすごく低

く、それ以外のところが大きいのか、基礎の

配点がもし高ければこんなに差があるはずが

ありませんよね。どの辺に配点の基準を置い

ているのかというのがよく見えないので、こ

ういう質問になってしまうのですが、疑義が

起こらないような形で、何か言われたときに

はちゃんと、「思うのですが」ではなくて「こ

れはこういうことです」と言ってくださらな

いと、意見を聞いているわけではありません

ので、よろしくお願いします。
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